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平
成
二
十
七
年
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
議
会
第
三
回
定
例
会
議
決
結
果
表

議
案
番
号

提
案
月
日

件
名

議
決
月
日

審
議
結
果

議
案
第
十
五
号
平
成
二
十
七
年

平
成
二
十
六
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年

認
定

十
一
月
二
十
七
日

十
一
月
二
十
七
日

議
案
第
十
六
号
平
成
二
十
七
年

平
成
二
十
六
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
病
院
事
業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年

認
定

十
一
月
二
十
七
日

十
一
月
二
十
七
日

議
案
第
十
七
号
平
成
二
十
七
年

平
成
二
十
七
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

平
成
二
十
七
年

可
決

十
一
月
二
十
七
日

十
一
月
二
十
七
日

議
案
第
十
八
号
平
成
二
十
七
年

平
成
二
十
七
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

平
成
二
十
七
年

可
決

十
一
月
二
十
七
日

十
一
月
二
十
七
日
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◎
議
事
日
程

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日
（
金
曜
日
）
午
後
二
時

開
会

第
一

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

第
二

会
期
の
決
定

第
三

議
案
第
十
五
号

平
成
二
十
六
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

第
四

議
案
第
十
六
号

平
成
二
十
六
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
病
院
事
業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

第
五

議
案
第
十
七
号

平
成
二
十
七
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

第
六

議
案
第
十
八
号

平
成
二
十
七
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
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◎
本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

第
一

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

第
二

会
期
の
決
定

第
三

議
案
第
十
五
号

平
成
二
十
六
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

第
四

議
案
第
十
六
号

平
成
二
十
六
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
病
院
事
業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

第
五

議
案
第
十
七
号

平
成
二
十
七
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

第
六

議
案
第
十
八
号

平
成
二
十
七
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
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◎
出
席
議
員
（
九
名
）

◎
欠
席
議
員
(
な
し
）

一
番

葛
西

収
三

議
員
（
五
所
川
原
市
）

二
番

吉
岡

良
浩

議
員
（
五
所
川
原
市
）

三
番

伊
藤

永
慈

議
員
（
五
所
川
原
市
）

四
番

三
上

洋
議
員
（
つ
が
る
市
）

五
番

佐
々
木

直
光

議
員
（
つ
が
る
市
）

六
番

坂
牛

淳
治

議
員
（
鰺
ヶ
沢
町
）

七
番

堀
内

榮
治

議
員
（
深
浦
町
）

八
番

一
戸

豊
議
員
（
鶴
田
町
）

九
番

白
川

孝
憲

議
員
（
中
泊
町
）
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◎
執
行
機
関
の
出
席
者
（
八
名
）

◎
職
務
の
た
め
出
席
し
た
職
員
（
七
名
）

広
域
連
合
長

事
務
局
長

平
山

誠
敏
（
五
所
川
原
市
）

病
院
運
営
局
長

鎌
田

和
廣

副
広
域
連
合
長

総
務
課
長

福
島

弘
芳
（
つ
が
る
市
）

人
事
課
長

片
山

善
一
朗

東
條

昭
彦
（
鰺
ヶ
沢
町
）

病
院
運
営
課
長

成
田

弘
人

吉
田

満
（
深
浦
町
）

か
な
ぎ
病
院

事
務
長

今
義

律

相
川

正
光
（
鶴
田
町
）

鰺
ヶ
沢
病
院

小
野

俊
逸
(
中
泊
町
）

事
務
長

平
田

衛

病
院
事
業
管
理
者

つ
が
る
市
民
診
療
所

棟
方

昭
博

事
務
長

山
谷

智

会
計
管
理
者

鶴
田
診
療
所

岩
川

静
子
（
五
所
川
原
市
）

事
務
長

鏡
谷

聖

代
表
監
査
委
員

増
田

晶
夫
（
鰺
ヶ
沢
町
）
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◎
開
会
宣
告

午
後

二
時

開
会

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
た
だ
今
の
出
席
議
員
は
九
名
、
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
議
会
第
三
回
定
例
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

◎
開
議
宣
告

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
直
ち
に
、
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。

本
日
の
会
議
は
、
議
事
日
程
第
一
号
に
よ
り
進
め
ま
す
。

◎
日
程
第
一

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。

会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
三
番
、
伊
藤
永
慈
議
員
、
四
番
、
三
上
洋
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。

◎
日
程
第
二

会
期
の
決
定

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
次
に
、
日
程
第
二
、
会
期
の
決
定
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

今
定
例
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
、
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
会
期
は
本
日
一
日
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

次
に
、
諸
般
の
報
告
を
い
た
し
ま
す
。
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連
合
長
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
が
一
件
、
地
方
公
営
企
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
が

一
件
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
報
告
書
は
お
手
元
に
配
付
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。

◎
日
程
第
三

議
案
第
十
五
号
か
ら

日
程
第
六

議
案
第
十
八
号
ま
で

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
次
に
、
日
程
第
三
、
議
案
第
十
五
号
「
平
成
二
十
六
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て
」
か
ら
、
日
程
第
六
、
議
案
第
十
八
号
「
平
成
二
十
七
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
」
ま
で
の
四

件
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

◎
提
案
理
由
の
説
明

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
連
合
長
よ
り
、
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

連
合
長
。

○
連

合
長

（
平

山
誠

敏
）

�
登
壇

�

平
成
二
十
七
年
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
議
会
第
三
回
定
例
会
に
提
案
い
た
し
ま
し
た
、
議
案
の
概
要
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
前
に
、

一
言
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。
平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
付
け
で
、
病
院
事
業
管
理
者
を
お
引
き
受
け
い
た
だ
き
ま
し
た
、
棟
方
先
生
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
今
後
と
も
当
圏
域
の
地
域
医
療
の
た
め
に
、
お
力
を
お
借
り
し
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
本
定
例
会
に
提
案
い
た
し
ま
し
た
、
議
案
の
概
要
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

議
案
第
十
五
号
は
、
平
成
二
十
六
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
三
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
委
員
の
意
見
を
付
し
て
、
議
会
の
認
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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議
案
第
十
六
号
は
、
平
成
二
十
六
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
病
院
事
業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
、
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
、
監
査
委
員
の
意
見
を
付
し
て
、
議
会
の
認
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

議
案
第
十
七
号
は
、
平
成
二
十
七
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
一
般
会
計
補
正
予
算
第
一
号
で
あ
り
ま
す
。
本
補
正
予
算
は
、
歳
入
歳
出
予
算

総
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
二
百
九
十
一
万
二
千
円
を
追
加
し
、
そ
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
九
千
五
百
七
十
一
万
六
千
円
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。議
案
第
十
八
号
は
、
平
成
二
十
七
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
第
一
号
で
あ
り
ま
す
。
本
補
正
予
算
は
、
先
ず
収
益

的
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
、
収
入
を
七
千
五
百
二
十
八
万
四
千
円
増
額
し
、
そ
の
予
定
額
を
百
四
十
四
億
九
千
二
百
二
十
四
万
円
と
し
、
支
出
を

五
千
七
百
十
三
万
三
千
円
増
額
し
、
そ
の
予
定
額
を
百
五
十
八
億
二
千
百
八
十
七
万
四
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。
次
に
資
本
的
収
入
及
び
支
出
に
つ

い
て
、
収
入
を
三
千
三
十
二
万
七
千
円
増
額
し
、
そ
の
予
定
額
を
四
億
七
千
九
百
十
万
一
千
円
と
し
、
支
出
を
四
千
二
百
十
七
万
七
千
円
増
額
し
、

そ
の
予
定
額
を
六
億
七
千
八
百
八
十
九
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

以
上
が
本
定
例
会
に
提
案
い
た
し
ま
し
た
議
案
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
事
の
過
程
で
本
職
並
び
に
関
係
職
員
が
説
明

い
た
し
ま
す
の
で
、
全
議
案
と
も
ご
賛
同
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
提
案
理
由
の
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
次
に
、
決
算
議
案
に
対
す
る
監
査
委
員
の
審
査
意
見
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

監
査
委
員
。

○
監

査
委

員
（

増
田

晶
夫

）
�
登
壇

�

監
査
委
員
の
増
田
と
申
し
ま
す
。
こ
の
度
、
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
の
監
査
委
員
と
し
て
選
任
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す

が
、
皆
様
の
御
指
導
い
た
だ
き
な
が
ら
務
め
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
連
合
長
よ
り
審
査
に
付
さ
れ
ま
し
た
、
平
成
二
十

六
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
一
般
会
計
決
算
及
び
基
金
運
用
状
況
並
び
に
病
院
事
業
会
計
の
各
会
計
決
算
に
つ
い
て
、
そ
の
審
査
結
果
の
概
要

を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
審
査
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
連
合
長
よ
り
審
査
に
付
さ
れ
ま
し
た
平
成
二
十
六
年
度
つ
が
る
西
北
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五
広
域
連
合
一
般
会
計
決
算
及
び
基
金
運
用
状
況
並
び
に
病
院
事
業
会
計
の
各
会
計
決
算
に
つ
い
て
、
そ
の
審
査
結
果
の
概
要
を
ご
報
告
い
た
し
ま

す
。初
め
に
、
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
一
般
会
計
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
歳
入
歳
出
予
算
額
一
億
一
千
四
十
一
万
一
千
円
に
対
し
、
歳
入
決
算

額
は
一
億
一
千
十
二
万
一
千
百
八
十
九
円
、
歳
出
決
算
額
は
、
一
億
九
十
六
万
五
千
七
百
二
十
円
と
な
り
、
そ
の
差
し
引
き
残
額
は
九
百
十
五
万
五

千
四
百
六
十
九
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
財
政
調
整
基
金
と
し
て
六
百
万
円
を
積
立
て
し
、
残
り
の
三
百
十
五
万
五
千
四
百
六
十
九
円
を
、

翌
年
度
に
繰
り
越
し
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
病
院
事
業
会
計
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
決
算
額
が
、
収
入
額
百
三
十
六
億
二
万

六
千
二
百
七
十
六
円
、
支
出
額
百
四
十
七
億
四
千
七
百
五
十
四
万
四
千
六
百
三
十
二
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
決

算
額
が
、
収
入
額
五
億
九
千
五
百
九
十
四
万
六
千
二
百
二
十
五
円
、
支
出
額
六
億
二
千
八
百
二
十
三
万
六
千
九
百
七
十
五
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

続
き
ま
し
て
、
財
務
状
況
に
つ
い
て
は
、
資
産
の
期
末
現
在
額
は
、
二
百
三
十
九
億
七
千
九
百
三
十
一
万
二
千
四
百
十
五
円
で
、
そ
の
内
訳
は
、

固
定
資
産
が
二
百
七
億
四
千
四
十
一
万
二
千
八
百
二
十
九
円
、
流
動
資
産
が
三
十
二
億
三
千
八
百
八
十
九
万
九
千
五
百
八
十
六
円
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
次
に
負
債
の
期
末
現
在
額
は
、
二
百
八
億
八
千
六
百
六
十
五
万
三
千
七
百
七
十
九
円
で
、
そ
の
内
訳
は
、
固
定
負
債
が
六
十
二
億
一
千
一
万
九

千
七
百
七
十
六
円
、
流
動
負
債
が
二
十
一
億
七
千
七
百
八
万
六
千
九
百
八
十
九
円
、
繰
延
収
益
が
百
二
十
四
億
九
千
九
百
五
十
四
万
七
千
十
四
円
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
次
に
資
本
の
期
末
現
在
額
は
、
三
十
億
九
千
二
百
六
十
五
万
八
千
六
百
三
十
六
円
で
、
そ
の
内
訳
は
、
資
本
金
が
四
十
八
億
二

千
五
百
四
十
四
万
二
千
二
百
二
十
四
円
、
当
年
度
未
処
理
欠
損
金
が
十
七
億
三
千
二
百
七
十
八
万
三
千
五
百
八
十
八
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
決
算
等
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

最
後
に
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
御
報
告
申
し
あ
げ
ま
す
。
審
査
に
付
さ
れ
ま
し
た
各
会
計
の
決
算
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
法
令
及
び
会
計
の
原
則

に
従
っ
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
決
算
諸
表
の
計
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
帳
簿
と
符
合
し
て
お
り
、
適
正
な
会
計
処
理
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と

を
認
め
ま
し
た
。
ま
た
、
決
算
の
内
容
及
び
予
算
の
執
行
に
つ
い
て
も
、
議
決
予
算
に
従
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、
適
正
で
あ
る
と
認
め
ま
し
た
。

尚
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
決
算
審
査
意
見
書
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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○
議

長
（

葛
西

収
三

）
次
に
、
議
案
第
十
五
号

平
成
二
十
六
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

質
疑
を
行
い
ま
す
。

（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

討
論
を
行
い
ま
す
。

（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
討
論
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

採
決
い
た
し
ま
す
。

本
件
は
、
こ
れ
を
認
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
本
件
は
、
こ
れ
を
認
定
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
次
に
、
議
案
第
十
六
号

平
成
二
十
六
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
病
院
事
業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
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質
疑
を
行
い
ま
す
。

（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

討
論
を
行
い
ま
す
。

（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
討
論
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

採
決
い
た
し
ま
す
。

本
件
は
、
こ
れ
を
、
認
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
本
件
は
、
こ
れ
を
認
定
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
次
に
、
議
案
第
十
七
号

平
成
二
十
七
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
一
般
会
計
補
正
予
算
第
一
号
に
つ
い
て

質
疑
を
行
い
ま
す
。

（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。
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討
論
を
行
い
ま
す
。

（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
討
論
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

採
決
い
た
し
ま
す
。

本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
次
に
、
議
案
第
十
八
号

平
成
二
十
七
年
度
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
第
一
号
に
つ
い
て

質
疑
を
行
い
ま
す
。

（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

討
論
を
行
い
ま
す
。

（
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
討
論
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

採
決
い
た
し
ま
す
。
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本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
）

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
を
も
っ
て
、
今
定
例
会
に
付
議
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
審
議
は
、
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

◎
広
域
連
合
長
あ
い
さ
つ

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
連
合
長
よ
り
、
発
言
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
可
い
た
し
ま
す
。

連
合
長

。

○
連

合
長

（
平

山
誠

敏
）

�
登
壇

�

閉
会
に
あ
た
り
ま
し
て
、
一
言
御
礼
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。
今
定
例
会
も
、
葛
西
議
長
を
は
じ
め
、
議
員
各
位
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に
よ

り
ま
し
て
、
全
議
案
と
も
御
議
決
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ご
審
議
い
た
だ
き
ま
し
た
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
広
域
行
政

の
推
進
に
反
映
さ
せ
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
病
院
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
引
き
続
き
、
つ
が
る
総
合
病
院
を
は
じ
め
各
施
設
の
医
療

体
制
の
充
実
を
図
り
な
が
ら
、
質
の
高
い
医
療
の
提
供
を
目
指
し
、
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
議
員
並
び
に
市
町
長
各
位
に
は
、

よ
り
一
層
の
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
賜
わ
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
終
わ
り
に
、
師
走
も
す
ぐ
そ
こ
ま
で
来
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
寒
い
季

節
に
入
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
康
に
十
分
ご
留
意
さ
れ
ま
し
て
、
ま
す
ま
す
ご
活
躍
さ
れ
ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上

げ
、
閉
会
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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◎
閉
会
宣
告

○
議

長
（

葛
西

収
三

）
こ
れ
に
て
、
平
成
二
十
七
年
つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
議
会
第
三
回
定
例
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。

ど
う
も
、
ご
苦
労
様
で
し
た
。

午
後
二
時
十
七
分

閉
会



署
名

地
方
自
治
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
こ
に
署
名
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日

つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
議
会
議
長

葛
西

収
三

つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
議
会
議
員

伊
藤

永
慈

つ
が
る
西
北
五
広
域
連
合
議
会
議
員

三
上

洋


